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決算期変更に伴う株主優待制度の基準日変更に関するお知らせ 
 
 
株主優待制度の基準日の変更について、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

1. 変更の理由 

平成 29 年 12 月 20 日開催の第 58 回定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたこ

とを受け、平成 30 年度より決算期を 9 月 30 日から 3 月 31 日に変更いたしました。これに

伴い、株主優待制度の基準日（権利日）を変更するものです。 

 

2. 株主優待制度の基準日変更の内容 

＜変更前＞ 平成 29 年（第 58 期）まで：  9 月 30 日 
＜変更後＞ 平成 30 年（第 59 期）以降：  3 月 31 日 

 ・第 59 期： 平成 29 年 10 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日（06 ヶ月） 
・第 60 期： 平成 30 年 04 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日（12 ヶ月） 

 

なお、株主優待の内容については変更なく、下記のとおりです。 

   100 株以上： 3,000 円相当の地場商品の中から 1 点 
   300 株以上： 3,000 円相当の地場商品の中から 2 点 

1,000 株以上： 3,000 円相当の地場商品の中から 3 点 
 

以上 
 
 


